
 

協
議
の
場 

設
置
依
頼
票
（
様
式
１
） 

受
付 
 

 

（
農
地
転
用
＝
計
画
区
域
除
外
） 

【最重要】 

鹿嶋市農業委員会では，本
手続きにより，地域計画区域
から除外された後，農地転用
許可申請受付となります。 

 

従いまして，農業委員会事務

局との許可に係る各種調整を

本手続き前に入念にしておか

なければなりません。 

 

特に，許可申請が受付されれ

ば，「通例であれば許可され得

る案件」である旨，あらかじめ

見通しをたててもらう必要が

あります。 
 
 
＜担当者名をメモしておくようにしてください＞ 

鹿嶋市農業委員会の事前確認が必須です！ 

地域計画区域からの除外（計画変更）までの流れ・・・農地転用(白地)編 

令和７年６月分の農地転用許可申請受付に向けて（４／２５〆日・４／２８～協議の場を設置開催） 

令和７年７月分以降の申請受付に向けての日程は，後日，お示しいたします。   

 

 

 

 

 

 

対象地区内 
 面積等を変更
何区域内 

 

（色塗り農地のときは担い手（耕作者）の理解を得ること） 

 注：目標担い手のときは市から連絡します 
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公告の日に区域から除外されます 

標準的な所要日数 概ね４０日間（土・日不算入） 
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地域計画区域除外（地域計画変更） 


